
平成２５年８月

年金積立金管理運用独立行政法人

１．平成２０年度と平成２４年度に締結した契約の状況

（単位：件、百万円）

( 7.9% ) ( 2.1% ) ( 4.5% ) ( 2.6% ) ( △60.0% ) ( △4.0% ) ( 10.0% ) ( 2.2% )

15 641 6 616 △ 9 △ 26 19 673

( 48.4% ) ( 9.3% ) ( 32.8% ) ( 15.8% ) ( △52.2% ) ( 0.3 ) ( 45.3% ) ( 9.2% )

92 2,841 44 3,705 △ 48 864 86 2,791

( 56.3% ) ( 11.4% ) ( 37.3% ) ( 18.4% ) ( △53.3% ) ( 0.2 ) ( 55.3% ) ( 11.4% )

107 3,482 50 4,321 △ 57 839 105 3,465

( 43.7% ) ( 88.6% ) ( 62.7% ) ( 81.6% ) ( 1.2% ) ( △29.2% ) ( 44.7% ) ( 88.6% )

83 27,019 84 19,129 1 △ 7,890 85 27,036

( 100.0% ) ( 100.0% ) ( 100.0% ) ( 100.0% ) ( △29.5% ) ( △23.1% ) ( 100.0% ) ( 100.0% )

190 30,501 134 23,450 △ 56 △ 7,051 190 30,501

(注１) 計数は、それぞれ四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。

(注２) 比較増△減の(　)書きは、平成２４年度の対２０年度伸率である。

(注３) 見直し計画の計数等は、「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて（平成21年11月17日閣議決定）」

に基づき公表する見直し計画（平成25年2月改定）である。

平成２４年度における契約状況のフォローアップ
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２．見直し計画に掲げた競争性のない随意契約の割合に到達しなかった主な理由

　平成２４年度の競争性のない随意契約は８４件、１９，１２９百万円であり、見直し計画に掲げる数値

（８５件、２７，０３６百万円）を達成したが、件数ベースの割合（６２．７％）は、見直し計画に掲げ

る割合（４４．７％）を上回った。

　その主な理由は、見直し計画の基となった平成２０年度においては、運用受託機関等との企画競争契約

が例年に比べ多い年度であったため、企画競争・公募の契約件数が平成２０年度に比べ減少（９２件→

４４件）したこと等により、相対的に競争性のない随意契約の割合が高くなったものである。

　※　運用受託機関等との契約は、原則として３年間の運用期間を経過した後、見直しを行うこととしている。

　　契約の当初は企画競争として契約を締結し、次年度以降は、総合評価等を行い、評価が著しく低い運用受

　　託機関等との契約は解約し、継続する運用受託機関等との契約については随意契約として更新する特別な

　　契約である。

３．平成２４年度における競争性のない随意契約のうち、会計法等の規定により随意契約によることができるとされて

　いる場合に相当する契約

件数：８４件（１００％）

金額：１９，１２９百万円（１００％）

（注）会計法等の規定により随意契約によることができる場合に相当する契約として、以下の契約を記載している。

・　会計法第29条の３第４項に相当する契約。ただし、「契約の性質又は目的が競争を許さないもの」については、「公共

　調達の適正化について」（平成18年８月25日 財計2017号）における「競争性のない随意契約によらざるを得ない場合」

　に相当するものに限る。

・　会計法第29条の３第５項に相当する契約であって、予算決算及び会計令第99条各号（第２号から第７号を除く）及

　び第99条の３に相当する契約。

・　国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第13条に相当する契約。



４．一者応札・応募の改善状況

（単位：件、百万円）

件数 81 ( 75.7% ) 46 ( 92.0% ) △ 35 ( △43.2% )

金額 2,621 ( 75.3% ) 4,068 ( 94.2% ) 1,447 ( 55.2% )

件数 26 ( 24.3% ) 4 ( 8.0% ) △ 22 ( △84.6% )

金額 861 ( 24.7% ) 253 ( 5.8% ) △ 608 ( △70.7% )

件数 107 ( 100.0% ) 50 ( 100.0% ) △ 57 ( △53.3% )

金額 3,482 ( 100.0% ) 4,321 ( 100.0% ) 839 ( 24.1% )

(注１) 計数は、それぞれ四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。

(注２) 合計欄は、競争契約（一般競争、指名競争、企画競争、公募）を行った計数である。

(注３) 比較増△減の（　）書きは、平成２４年度の対２０年度伸率である。

５．一者応札、一者応募に係る改善方策 URL　　http://www.gpif.go.jp/public/pdf/improvement_plan.pdf

６．法人と一定の関係を有する法人（関係法人等）との契約状況

平成２４年度において公示・公募等を行った案件のうち、当法人の関係法人等が契約の相手方となった案件はなかった。

（注１）「独立行政法人の行う契約に係る情報の公表について」（平成23年６月３日内閣官房行政改革推進室長）により、平成23年７月１日以降に公示・公募等がされ

　　　た案件のうち、独立行政法人と一定の関係を有する法人が契約の相手方となる案件については、当該法人との間の取引等の状況等を公表することとされている。

（注２）関係法人等とは、以下の類型に該当する法人をいう。

　　　(1) 関係法人：次の①及び②のいずれにも該当する法人

①当法人の役員経験者が再就職している、又は課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。

②総売上高又は事業収入に占める当法人との間の取引割合が３分の１以上である。

　　　(2) 特定関連会社：「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」第107に規定する会社（当法人が議決権の過半数を所有等）

　　　(3) 関連会社：「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」第118に規定する会社（当法人が議決権の100分の20以上を所有等）

　　　(4) 関連公益法人等：「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」第129に規定する公益法人等（理事のうち当法人OBが占める割合が３分の１以上等）

合計

比較増△減

２者以上

１者以下

平成２０年度 平成２４年度
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